
別　表　１

配 実 祖 兄 義 お
偶 父 父 18 18 そ 18 18 そ 姉 父 じ 18 18 そ
者 母 母 歳 歳 の 歳 歳 の 母 ・ 歳 歳 の

※○は必ず提出、▲は（＊注）夫婦共同扶養に該当する方のみ提出が必要です。 未 以 他 未 以 他 お 未 以 他
※下記書類以外にも状況により追加書類の提出を求めることがあります。 満 上 満 上 ば 満 上
※関係書類を提出されても、扶養認定ができない場合があります。 の の の

学 学 学
(＊注)　　夫婦共同扶養とは夫婦が共に被保険者で子を被扶養者とする場合のことをいいます。 生 生 生
『扶養状況届』（＊注　夫婦共同扶養の場合、『扶養状況届』の４欄と、被扶養者届の㋨欄に配偶者の収入を記載すること） ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

続柄や同居・別居を証明できるもの　　　　　　 世帯全員の『住民票』（続柄記載） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生 学生の方 『学生証（写）』または『在学証明書』 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
計 １８歳以上の無収入の方 『所得証明書』または『非課税証明書』 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
維 雇用保険に未加入 雇用保険未加入が確認できる書類

持 （雇用保険未加入の記載がある『退職証明書』等）

関 加入期間不足 『離職票１、２（写）』または『雇用保険資格喪失確認通知書（写）』 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
係 受給完了 支給終了印のある『雇用保険受給資格者証（両面の写）』 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
を 受給期間延長 『受給期間延長通知書（写）』 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
証 失業給付の手続きを行わない 『離職票１、２（写）』 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
明 待機期間中 『離職票１、２（写）』と『被扶養者現況届』に支給開始日を記載のこと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
で 年間収入が確認できる書類 (所得証明は不可）

き 直近３ヶ月分の『給与明細（写）』、『雇用内容証明書』、『源泉徴収票（写）』など

る 自営・農業・個人事業所得のある方 直近の『確定申告書（控）の（写）』と『収支内訳書（写）』 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
も                      廃業した方 個人事業の『廃業届出書（写）』 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
の 受給中 直近の『年金振込通知書（写）』または『年金改定通知書（写）』 (所得証明は不可） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

申請中・これから受給 『年金見込額照会回答票（写）』 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
仕送りの金額・継続性が確認できる書類

直近３ヶ月分の『振込受領書（写）』、『現金書留による送金（控）の（写）』など

※外国人の方や被保険者と姓が異なる方は、被保険者との続柄が確認できる書類『外国人登録原票記載
　　事項証明書』 『戸籍謄本（抄本）』などが必要です。

外国人で事由が「結婚」の場合、『婚姻受理証明書（写）』でも可とします。

※特別養護老人ホーム等施設に入所の場合は、入所に必要な費用を被保険者が費用負担していることが

　　確認できる書類が必要です。
※公務員等で『離職票１・２』等がない場合は、『辞令（写）』が必要です。 甲信越信用組合健康保険組合

○ ○

別居の方
（被保険者単身赴任の場合は不要）

被扶養者認定に必要な書類一覧表

年金・恩給
受給の方

パート・アルバイトなどで就労中の方

退職した方

○

ご提出いただく書類は、当組合が健康保険法等に則り、

公正・公平にお被扶養者の認定を行うために使用する

ものであり、目的外に利用することは一切ありません。
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同居が条件の人

子 弟妹・孫 甥・姪
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同居していなくてもよい人

○○ ○ 扶養認定不可

○ ○○
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